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第７章 ワクチン 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び

市民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等に対応

したワクチンを迅速に供給し、円滑な接種が実施できるよう、平時から着実に準備

を進める。 

また、ワクチンの接種体制について、新型インフルエンザ等が発生した場合に円

滑な接種を実現するために、国及び都のほか、医療機関や事業者等とともに、必要

な準備を行う。 

 

1-1 研究開発の推進 

市は、都が大学等の研究機関におけるワクチンの研究開発を支援する場合、協力す

る。また、市は、感染症の基礎研究から治験等臨床研究の領域において育成した人材

について、キャリア形成の支援等を通じて積極的に活用することにより、研究を推進

する医療機関や研究機関等との連携ネットワークに参画する臨床研究中核病院や感

染症指定医療機関等における研究開発の実施体制の強化を支援する。【健康医療部】 

 

1-2 ワクチンの接種に必要な資材 

市は、以下の表１を参考に、平時から予防接種に必要となる資材の確保方法等の 

確認を行い、接種を実施する場合に速やかに確保できるよう準備する。【健康医療

部】 

 
表１ 予防接種に必要となる可能性がある資材 

【準備品】 【医師・看護師用物品】 
□消毒用アルコール綿 
□非消毒用アルコール綿 
□絆創膏 
□トレイ 
□体温計 
□医療廃棄物容器、針捨て容器 
□手指消毒剤 
□救急用品 
接種会場の救急体制を踏まえ
必要な物品を準備すること。
代表的な物品を以下に示す。 

・血圧計等 

□マスク 
□使い捨て手袋（Ｓ・Ｍ・Ｌ） 
□使い捨て舌圧子 
□膿盆 
□聴診器 
□ペンライト 
【文房具類】 
□ボールペン（赤・黒） 
□日付印 
□スタンプ台 
□はさみ 
【会場設営物品】 
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・静脈路確保用品 
・輸液セット 
・生理食塩水 
・アドレナリン製剤、抗ヒスタ
ミン剤、抗けいれん剤、副腎皮
質ステロイド剤等の薬液 
・携帯酸素 
・パルスオキシメーター 

 

□机 
□椅子 
□スクリーン 
□延長コード 
□冷蔵庫／保冷バッグ・保冷剤 
□ワクチン保管用冷凍庫・冷蔵庫 
□耐冷手袋等 
□簡易ベッド 

 

 

1-３ ワクチンの供給体制 

1-３-1 ワクチンの流通に係る体制の整備 

市は国の要請を受けて、八王子市医師会、卸売販売業者団体等の関係者と協議の

上、ワクチンの円滑な流通を可能とするため、以下のアからウまでの体制を構築す

る。【健康医療部】 

ア 市内の卸売販売業者や医療機関等の在庫状況等を迅速に把握することが可能

な体制 

イ ワクチン供給に偏在があった場合の供給調整に係る卸売販売業者との連絡調

整の方法 

ウ 都との連絡調整の方法及び役割分担 

 

1-３-2 登録事業者の登録に係る周知 

市は、国が管理する特定接種の対象となる登録事業者データベースへの登録に

ついて、事業者に対し登録作業に係る周知を行う。国は、事業者の登録申請を受け

付け、基準に該当する事業者を登録事業者として登録する。【健康医療部】 

 

1-４ 接種体制の構築 

1-４-1 接種体制 

①  市は、新型インフルエンザ等の発生時に、速やかに接種体制が構築できるよう

接種会場や接種に携わる医療従事者の確保の考え方等について整理する。【健康

医療部】 

②  市は、八王子市医師会等の関係者と連携し、接種に必要な人員、会場、資材等

を含めた接種体制の構築に必要な訓練を平時から行う。【健康医療部】 

 

 

1-４-2 特定接種 



第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第７章 ワクチン 

 第１節 準備期 

74 

 

① 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員については、市が実施

主体となり、原則として集団的な接種により接種を実施することとなるため、

接種が円滑に行えるよう準備期から接種体制の構築を図る。このため、市町村

は、国からの要請を受けて、特定接種の対象となり得る者に対し、集団的な接

種を原則として、速やかに特定接種が実施できるよう、接種体制を構築する。

【健康医療部】 

② 特定接種を事業者において実施する方法としては、企業内診療所での接種、

外部の医療機関からの診療による接種が考えられる。企業内診療所の開設につ

いては新たに許可が必要な場合には、市は迅速に対応する。【健康医療部】 

 

1-４-3 住民接種 

国は、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、

国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要

があると認めるときは、基本的対処方針を変更することで、予防接種法（昭和 23

年法律第 68号）第６条第３項の規定による予防接種の対象者及び期間を定める74。 

市は、定期の予防接種の実施主体として、八王子市医師会等の関係団体との連携

の下に、適正かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済及び市民への情報提供

等を行う。 

平時から以下のアからウまでのとおり迅速な予防接種等を実現するための準備

を行う。【健康医療部】 

ア 市は、国等の協力を得ながら、市内に居住する者に対し、速やかにワクチン

を接種するための体制の構築を図る75。 

イ 市は、円滑な接種の実施のため、国が整備するシステムを活用して全国の医

療機関と委託契約を結ぶ等、市外での接種を可能にするよう取組を進める。 

ウ 市は、速やかに接種できるよう、八王子市医師会等の医療関係者や学校関係

者等と協力し、接種に携わる医療従事者等の体制や、接種の場所、接種の時期

の周知・予約等の接種の具体的な実施方法について準備を進める。 

 

1-５ 情報提供・共有 

市は、予防接種の意義や制度の仕組み等、予防接種やワクチンへの理解を深める

啓発を行うとともに、国や都が情報提供・共有する新型インフルエンザ等対策にお

けるワクチンの役割や有効性及び安全性、供給体制・接種体制、接種対象者、接種

 
74 特措法第 27 条の２第１項75 予防接種法第６条第３項 

75 予防接種法第６条第３項 
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順位の在り方等の基本的な情報についてホームページやＳＮＳ等を通じて情報提

供・共有を行い、市民等の理解促進を図る。【健康医療部】 

 

1-６ ＤＸの推進 

市は、市が活用する予防接種関係のシステムについて、国との標準化を進める 

ことで、接種歴の管理や受診勧奨等デジタル化をすすめる。また、デジタル化に対 

応できない市民や医療機関についても配慮した対応を行う。【健康医療部】
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第２節  初動期 

＜目的＞ 

市は、都の動きを注視しながら、準備期に計画した接種体制等を活用し、発生し

た新型インフルエンザ等に関する情報を速やかに収集するとともに、必要量のワク

チンを確保することで、速やかな予防接種へとつなげる。 

 

2-1 接種体制 

2-1-1 流通させるための体制の構築 

市は、特定接種又は住民接種を行う場合に用いるワクチンを円滑に流通させるた

めの体制構築の手順を確認する。【健康医療部】 

  

2-1-2 接種体制の準備 

市は、国や都から新型インフルエンザ等に対する特定接種又は住民接種に関する

実施方法、ワクチンの供給量、必要な資材等、接種の対象者・実施方法及び必要な

予算措置等に関する情報提供に基づき、接種体制の立ち上げに向け必要な準備を行

う。【健康医療部】 

 

2-1-3 接種体制の構築 

市は、接種が円滑に行われるように、八王子市医師会等とも協議しながら、可能

な部分は外部委託なども活用し、接種会場や接種に携わる医療従事者等の確保等、

接種体制の構築を行う。また、高齢者支援施設、社会福祉施設等に入所中の者など、

接種会場での接種が困難な者が接種を受けられるよう、福祉部門と連携し、接種体

制を構築する。感染症産業廃棄物を保管する場合には、必要な措置を講じられるよ

う準備する。【健康医療部・福祉部】 

 

2-２ ワクチンの接種に必要な資材 

市は、第７章第１節１－２において、必要と判断し、準備した資材について、

適切に確保する。【健康医療部】
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

市は、あらかじめ準備期に計画したワクチンの供給体制及び接種体制に基づき、

ワクチンの接種を実施する。また、実際のワクチンの供給量や医療従事者等の体制

等を踏まえ関係者間で随時の調整を行い、対象者への接種が市内全体で速やかに進

むよう取り組む。さらに、ワクチンを接種したことによる副反応等についても適切

な情報収集・提供を行うとともに、健康被害が発生した場合に備え、救済制度の周

知に努める。 

 

3-1 ワクチンや接種に必要な資材の供給 

3-1-1 供給の管理 

①  市は、ワクチンや接種に必要な資材の供給量について検討する。接種開始後は

ワクチン等の使用実績等を踏まえ、特定の医療機関等に接種を希望する者が集中

しないように、ワクチンの割り当て量の調整を行う。【健康医療部】 

②  市は、検討したワクチン量を都と情報共有し、国からの供給不足が生じる場合

は、都に供給を要請する。【健康医療部】 

 

3-1-2 ワクチン等の流通体制の構築 

市は、接種に必要なワクチン等を医療機関や接種会場に円滑に流通できる体制

を構築する76。【健康医療部】 

 

3-1-3 ワクチン等の納入量等に係る早期の情報提供・共有 

市は、ワクチン等の納入量等に関する国や都との緊密な情報共有に努め、医療

機関等の関係者に対して、ワクチン等に関する納入量の見込や納入時期等につい

て早期に情報提供を行う。【健康医療部】 

 

3-2 接種体制 

①  市は、初動期に構築した接種体制に基づき接種を行う。【健康医療部】 

②   市は、新型インフルエンザ等の病原体の流行株が変異した場合において、追加

接種が必要となることも想定し、そうした場合においても混乱なく円滑に接種が

進められるように医療機関と連携して、接種体制の継続的な整備に努める。【健

康医療部】 

 
76 予防接種法第６条 
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3-2-1 特定接種 

3-2-1-1 地方公務員に対する特定接種の実施 

市は、特定接種を実施することを国が決定した77場合において、国と連携し、新

型インフルエンザ等対策の実施に携わる対象者に集団的な接種を行うことを基本

として、本人の同意を得て特定接種を行う。【健康医療部】 

 

3-2-2 住民接種 

3-2-2-1 住民接種の接種順位の決定 

住民接種における接種順位は、接種の順位に係る基本的な考え方に加え、重症化

しやすい特定のグループ等の発生した新型インフルエンザ等の病原性等に関する

情報を踏まえ、国が決定する。 

 

3-2-2-2 予防接種の準備 

市は、国や都と連携して、発生した新型インフルエンザ等の特徴を踏まえ、予防

接種78の接種体制の準備を行う。【健康医療部】 

 

3-2-2-3 予防接種体制の構築 

①  市は、国からの要請に応じて、全市民が速やかに接種を受けられるよう、準備

期及び初動期に整理・構築した接種体制に基づき、具体的な接種体制の構築を進

める。【健康医療部】 

②  市は、円滑な接種実施に向けて、接種体制を強化する必要がある場合、関係団

体等と連携して接種に携わる医療従事者を確保するための対策を実施し、接種体

制を強化する。【健康医療部】 

 

3-2-2-4 接種に関する情報提供・共有 

市は、予約受付体制を構築し、接種を開始するとともに、国からの要請を受けて、

国に対し、接種状況に関する報告を行う。【健康医療部】 

 

3-2-2-5 接種体制の拡充 

市は、感染状況を踏まえ、必要に応じて市内施設等を活用した医療機関以外の接

種会場の増設等を検討する。また、高齢者施設、障害者施設等の入所者等の接種会

場での接種が困難な者が接種を受けられるよう、福祉部門等や八王子市医師会等の

関係団体と連携し、接種体制を確保する。【健康医療部・福祉部・関係各部】 

 
77 特措法第 28 条 

78 予防接種法第６条第３項 
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3-2-2-6 接種記録の管理 

市は、自治体間で接種歴を確認し、接種誤りを防止できるよう、また、接種を受

けた者が当該接種に係る記録を閲覧できるよう、準備期に国が整備したシステムを

活用し、接種記録の適切な管理を行う。【健康医療部】 

 

3-３ 健康被害救済 

① 予防接種法に基づく予防接種により健康被害が生じた場合、被接種者等から 

の申請に基づき、審査会において予防接種と健康被害との因果関係について審

査を行い、その結果に基づき給付が行われる。給付の実施主体は、特定接種の

場合はその実施主体、住民接種の場合は市となる。【健康医療部】 

② 住民接種の場合、接種した場所が住所地以外でも、健康被害救済の実施主体 

は、予防接種法第１５条第１項に基づき、健康被害を受けた者が接種時に住民

票を登録していた市とする。【健康医療部】 

③ 市は、予防接種健康被害救済制度について被接種者へ情報提供を行い、申請 

を受け付けるほか、申請を行おうとする被接種者等からの相談等への対応を適

切に行う。【健康医療部】 

 

3-４ 情報提供・共有 

市は、自らが実施する予防接種に係る情報（接種日程、会場、ワクチンの有効性・

安全性情報、接種後の副反応疑い報告や健康被害救済申請の方法等）に加え、国が

情報提供・共有する予防接種に係る情報について市民への周知・共有を行う。【健

康医療部】 

 

【新型コロナ対応での具体例】 

 ■特別臨時予防接種の実施 

市医師会と協力し、接種の迅速化を図るため、集団接種方式でワクチン接種

を開始した。優先順位は医療従事者、高齢者、基礎疾患のある方とし、全国で

最も早い時期に高齢者への接種を実施した。 

さらに、高齢者施設や障害者施設での接種、訪問接種、大学、企業での職域

接種等を各団体と連携して行い、重症化や集団感染（クラスター）の発生リス

クの低減に努めた。 

小児、乳幼児接種については、市医師会協力のもと、保護者とお子さんが安

心して相談・判断できるよう、医療機関での個別接種体制を整備した。 

また、3 回目のワクチン接種促進に向け、市長による啓発ポスターを掲示

し、接種の重要性を広く周知した。 
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第８章 医療 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等が発生した場合は、患者数の増大が予想されるため、地域

の医療資源（医療人材や病床等）には限界があることを踏まえつつ、平時において

予防計画及び医療計画に基づき都と医療機関等との間で医療措置協定等を締結す

ることで、有事における新型インフルエンザ等に対する医療提供体制及び通常医療

の提供体制の確保を行う。 

また、市は、平時から医療機関等を中心とした関係者を交えた訓練や研修の実施、

東京都感染症対策連携協議会の活用等を行うことで、有事の際の地域の医療提供体

制について準備と合意形成を図るとともに、医療機関等が有事に適切に対応を行え

るよう支援を行う。 

 

1-1 基本的な医療提供体制 

①  都が新型インフルエンザ等に係る医療提供の司令塔となり、市保健所とも有事

の役割分担をあらかじめ整理した上で、施設や関係者を有機的に連携させること

により、市民等に対して必要な医療を提供する。市は、下記 1-1-1 の相談センタ

ーを開設する役割を担う。【健康医療部】 

②  都は、有事において、患者の状態に応じた適切な感染症医療を提供できるよう、

国が示す症状や重症化リスク等に応じた医療機関への入院、宿泊療養、自宅療養

等への振り分けの基準に基づき、患者を適切な治療先・療養先につなげる体制を

整備する。市は個々の患者の状況や活用可能な資源など、感染状況や市の実情等

を踏まえ機動的な運用を行う。【健康医療部】 

③  上記の有事における医療提供体制の確保に向け、市も平時から八王子市医師会、

市内医療機関等と定期的な会議等準備を行うことで、感染症危機において感染症

医療及び通常医療の提供体制を迅速に確保する。【健康医療部】 

④  新型インフルエンザ等感染症患者の移送は、発生した感染症の重篤性、感染力

及び感染経路等を勘案して適切な移送方法によることとし、関係機関（民間救急

事業者等）とも協議の上、発生時に円滑な移送が可能となるよう、体制整備及び

訓練を実施する。【健康医療部】 
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1-1-1 相談センター 

市は、新型インフルエンザ等の国内外での発生を把握した段階で、早期に一般

相談、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等からの相談を受けて感染症指定

医療機関等を案内する相談センターを整備する。【健康医療部】 

 

1-1-2 感染症指定医療機関 

感染症法に基づき国が行う新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表79

前は、感染症指定医療機関が中心となって新型インフルエンザ等患者の受入等に対

応する。その後も、感染症指定医療機関は、市内の感染症医療提供体制の中核とし

て役割を果たす。 

市は、都が病床確保、発熱外来の設置、自宅療養者への医療提供、後方支援、医

療人材の派遣を目的として締結した協定締結医療機関等を平時より把握し、有事に

備える。【健康医療部】 

 

1-1-3 一般医療機関 

① 市は、八王子市医師会等の医療関係団体等と連携し、一般医療機関に対して感

染症に関する適切な情報を提供するなど必要な支援を実施する。【健康医療部】 

② 感染症指定医療機関や協定締結医療機関以外の一般医療機関においても、国及

び都、保健所設置区市、東京都医師会等の医療関係団体等からの情報を積極的に

活用し、地域の感染状況等に応じて、感染症の診療並びに感染拡大防止のための

措置や患者等への指導など必要な対応を、患者の人権を尊重しながら実施する。 

 

1-2 予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制の整備 

①  都は、予防計画及び医療計画に基づき医療提供体制の目標値を設定する80。 

 また、医療機関との間で、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、

後方支援又は医療人材の派遣に関する協定を締結81し、地域の医療機関等の役割

分担を明確化することで、新型インフルエンザ等の発生時における医療提供体制

を整備する。 

② 市は、都が行う民間宿泊事業者等との協定の締結による宿泊療養施設の確保に

協力する。【健康医療部】 

 

 
79 感染症法第 16 条第２項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表をいう。以下同じ。 

80 感染症法第 10 条第２項第６号及び第８項81 感染症法第 36 条の３82 感染症法第 36 条の３83 感染症法第 36 条

の３ 

81 感染症法第 36 条の３82 感染症法第 36 条の３83 感染症法第 36 条の３ 
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1-3 研修や訓練の実施を通じた人材の育成等 

市や医療機関等は、新型インフルエンザ等への対応力を向上させ、有事におけ

る対応体制に円滑に移行できるようにするため、平時から有事に備えた訓練や研

修を行う。【健康医療部】 

 

1-４ 東京都感染症対策連携協議会等の活用 

① 市は、東京都感染症対策連携協議会等において、関係機関と協議した結果を

踏まえ、予防計画を策定・変更する。【健康医療部】 

② 市は、新型インフルエンザ等が発生した際に迅速に必要な対応ができるよう、

八王子市感染症対策関連計画推進会議等を活用し、医療機関や保健所、消防機関、

高齢者施設等との連携を図る。また、予防計画及び健康危機対処計画に基づく、

医療提供体制が有事に適切に確保できるよう、相談・受診から自宅療養や入退院

までの流れ、入院調整の方法、患者及び症状が回復した者の移動手段、高齢者施

設等への医療人材派遣や、高齢者施設等における重症者対応や集団感染が発生し

た場合の医療の提供等について整理を行う。【健康医療部】 
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症が発生した場合は、

感染症危機から市民の生命及び健康を保護するため、適切な医療提供体制を確保す

る。 

市は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前より、国や都等から

得られた感染症に係る情報を踏まえ、必要な医療を提供する体制の確保を図る。ま

た、国や都等から提供・共有された情報や要請を基に、医療機関等と連携し、相談・

受診から入退院までの流れを迅速に整備する。さらに、市は、地域の医療提供体制

の確保状況を常に把握するとともに、管内の医療機関や市民等に対して、感染した

おそれのある者については感染症指定医療機関等を案内する相談センター等の相

談先や受診の手順等を分かりやすく示すなど、市民が円滑に適切な医療を受けるた

めの情報提供や方針提示を行う。 

 

2-1 新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症に関する知見の

共有等 

都は、国やＪＩＨＳから提供された新型インフルエンザ等の発生状況、感染

症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）を含む診断・治療

に関する情報等を医療機関や保健所、消防機関、高齢者施設等に周知する。 

 

2-2 医療提供体制の確保等 

① 市は、都と連携し、入院調整に係る体制構築を進め、準備期において東京都

感染症対策連携協議会等で整理した相談・受診から自宅療養や入退院までの体

制を迅速に整備する。【健康医療部】 

② 都は、医療機関に対し、国が示す症例定義を踏まえ、受診患者が新型インフ 

 ルエンザ等（又はこれに位置付けられる可能性がある感染症）に感染したおそ

れがあると判断される場合には、直ちに保健所に連絡するよう要請する。 

③ 市は、都と協力し、地域の医療提供体制や医療機関への受診方法等について住

民等に周知する。【健康医療部】 

④ 市は、国からの要請を受けて、対応期における発熱外来の迅速な稼働の前提と

なる検査体制を遅滞なく確立するため、予防計画に基づく検査体制を速やかに整

備する。【健康医療部】 

⑤ 市は、準備期に構築した体制により、関係機関と連携の上、適切に移送を実    

施する。【健康医療部】 
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2-3 相談センターの整備  

  ① 市は、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等からの相談を受け、必要に  

応じて、感染症指定医療機関等を案内する相談センターの整備を速やかに行う

とともに、不安な方や受診先の案内が必要な方、症例定義に該当する有症状者

等は、相談センターに相談するよう、市民等に周知を行う。【健康医療部】 

② 都は、感染症指定医療機関及び流行初期医療確保措置協定締結医療機関以外

の医療機関に対して、症例定義に該当する有症状者等から相談等があった場合

は、相談センター等を通じて感染症指定医療機関を案内するなど受診につなげ

るよう周知する。 

 

【相談センター事例】 

 
 ※健康危機対処計画より抜粋

分類 設置場所 備考

一般・受診相談 保健所各課

一般・受診相談

コールセンター
保健所内 外部委託

総合相談

コールセンター
本庁（市長公室）

受診・入院調整 地域医療体制支援拠点 拠点設置後

医師会対応用 保健対策課

施設対応用 保健対策課
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延し、市民の生

命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある。健康被害を最小限にとどめ、市民

が安心して生活を送ることができるよう、適切な医療提供体制を確保し、新型イン

フルエンザ等の患者及びその他の患者に必要な医療を提供する必要がある。 

このため、市は、初動期に引き続き、国や都等から提供・共有された新型インフ

ルエンザ等に係る情報を基に、病原性や感染性等に応じて変化する地域の実情に応

じて、医療機関や関係機関等と連携し、新型インフルエンザ等の患者及びその他の

患者に適切な医療が提供できるよう対応を行う。 

 

3-1 新型インフルエンザ等に関する基本の対応 

3-1-1 都による総合調整・指示 

①  都は、国及びＪＩＨＳから提供された情報等を医療機関や保健所、消防機関、

高齢者施設等に周知するとともに、国が示した基準も参考としつつ、地域の感染

状況や医療提供の状況等を踏まえ、段階的に医療提供体制を拡充し、症状に応じ

て医療機関への入院、宿泊療養、自宅療養等に患者の振り分けを行う。 

②  都は、保健所設置区市等の間で入院調整が円滑に行われるよう、必要に応じて

総合調整権限・指示権限を行使する。 

 

3-1-2 適切な医療提供体制の構築に向けた対応 

3-1-2-1 医療機関等に対する要請等 

①  都は、準備期において東京都感染症対策連携協議会等で整理した医療提供体制

等が適切に確保できるよう、感染症指定医療機関に対して必要な医療を提供する

よう要請するとともに、協定締結医療機関に対して準備期に締結した協定82に基づ

き必要な医療を提供するよう要請する。 

②  感染症指定医療機関は、初動期に引き続き、都内の感染症医療提供体制の中核

として役割を果たす。協定締結医療機関は、準備期に都と締結した協定83に基づ

き、都からの要請に応じて、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療提供、

後方支援又は医療人材の派遣を行う。 

③  都は、発熱外来以外の医療機関に対して、患者からの相談に応じて相談センタ

ー又は受診先として適切な発熱外来を案内するよう要請する。 

 
82 感染症法第 36 条の３83 感染症法第 36 条の３ 

83 感染症法第 36 条の３ 
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④  感染症指定医療機関及び協定締結医療機関は、都からの要請に応じて、医療機

関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）等の入力を行う84。 

⑤  都は、初動期に引き続き、医療機関に対し、確保病床数・稼働状況、病床使用

率、重症者用病床使用率、外来ひっ迫状況等を医療機関等情報支援システム（Ｇ

－ＭＩＳ）等に確実に入力するよう要請を行い、これらの情報等を把握しながら、

入院調整を行う。 

⑥  医療機関は、感染症対策物資等（個人防護具等）の備蓄・配置状況について医

療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）等に入力を行い、感染症対策物資等が

不足することが予見される場合は医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）等

を通じて都へ報告を行う。 

⑦  都は、新型インフルエンザ等対策に関わる医療従事者に生じ得る心身への影響

を考慮し、状況に応じたローテーション制の導入、休暇の確保、メンタルヘルス

支援等の必要な対策を講ずるよう、医療機関に対し要請する。 

 

3-1-2-2 医療機関等における体制強化等 

①  国及び都は、流行初期に病床確保や発熱外来を行う協定締結医療機関に対して、

診療報酬の特例措置や補助金等の財政支援が整備されるまでの一定期間、感染症

法等の定めに従い、流行前と同水準の収入を補償85する措置を行うとともに、感

染状況や感染症の特徴等を踏まえ、患者に医療を提供する医療機関等を支援する。 

②  都は、特に配慮が必要な患者について、患者の特性に応じた受入れ医療機関の

設定及び病床の確保や、関係機関等との連携等の体制確保を行う。 

③  都は、国等と連携し、医療機関において感染症対策物資等の調達が困難となっ

た場合などに、必要な物資を提供する体制を構築する。 

④  都は、引き続き関係機関と連携の上、感染動向や患者の状況に応じ、適切に移

送を実施する。 

 

3-1-2-3 適切な医療受診に向けた市民等への呼び掛け等 

①  市は、都と協力し、地域の医療提供体制に関する情報や、相談センター及び受

診先となる発熱外来の一覧等、医療機関への受診方法等について市民等に周知す

る。 

②  市は、患者等搬送事業者等とも連携して、患者について、患者の状況や感染症

の性状、感染状況等に応じ、自宅、発熱外来、入院医療機関、宿泊療養施設等の

 
84 感染症法第 36 条の５ 

85 病床確保を行う協定締結医療機関は外来も含めた診療報酬収入を補償、発熱外来のみを行う協定締結医療機関

は外来分の診療報酬収入を補償86 感染症法第 12 条第１項 
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間での移動手段を確保する。また、市民等に対し、症状が軽微な場合における救

急車の利用を控える等、救急車の適時・適切な利用について周知する。【健康医

療部】 

 

3-2 時期に応じた医療提供体制の構築 

3-2-1 流行初期 

3-2-1-1 協定に基づく医療提供体制の確保等 

①  市は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、迅速に入院調整を行い、

感染症法に基づき、感染症指定医療機関又は病床確保を行う流行初期医療確保措

置協定締結医療機関に移送する。入院の優先度や入院先医療機関の判断等におい

ては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、医療機関等と適切に連携して

対応する。【健康医療部】 

②  市は、医療機関に対し、症例定義を踏まえ、診察した患者が新型インフルエン

ザ等の患者又は疑似症患者であると判断した場合には、直ちに保健所に届け出る

よう要請する。【健康医療部】 

③  医療機関は、症例定義を踏まえ、診察した患者が新型インフルエンザ等の患者

又は疑似症患者であると判断した場合には、直ちに保健所に届出を行う86。 

④ 市は、病床がひっ迫するおそれがある場合には、地域医療体制支援拠点を設置

し、重症度や基礎疾患の有無などを考慮し、入院対象患者の範囲や優先度を明確

にしながら、入院調整を行う。同時に病床を効率的に運用し、患者の症状に応じ

た適切な医療を提供する体制を確保するため、地域医療体制支援拠点において転

退院支援や患者搬送支援を実施する。【健康医療部】 

なお、都は状況に応じて入院調整本部を設置し、広域な入院、転院、退院調整

や患者搬送支援を行う。 

 

【新型コロナ対応での具体例】 

■地域医療体制支援拠点の設置 

市は爆発的な感染拡大に伴う病床ひっ迫と自宅療養の激増という災害級の

緊急事態に対応するため、震災時等の大規模な災害等における災害医療体制

を準用し、八王子市、八王子市医師会及び市内医療機関が一体となった「地域

医療体制支援拠点」を設置した。 

この拠点では、入院や受診が必要な感染者の情報と病床使用状況等を一元

的に管理し、市内病院の空床状況や入院・受診調整の状況をリアルタイムで

共有できるシステムを構築した。 

 
86 感染症法第 12 条第１項 
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3-2-1-2 相談センターの強化  

市は、帰国者、接触者、有症状者等からの相談や、受診先となる発熱外来の案内 

に対応する相談センターを強化するとともに、市民等への周知を行う。【健康医療

部】 

 

3-2-2 流行初期以降 

3-2-2-1 協定に基づく医療提供体制の確保等 

①  市は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、迅速に入院調整を行い、

感染症法に基づき、感染症指定医療機関又は病床確保を行う協定締結医療機関に

移送する。入院の優先度や入院先医療機関の判断等においては、準備期に整備・

整理した役割分担に基づき、医療機関等と適切に連携して対応する。【健康医療

部】  

②  市は、病床がひっ迫するおそれがある場合には、都と連携し、重症度や基礎疾

患の有無などを考慮し、入院対象患者の範囲や優先度を明確にしながら、入院調

整を行うとともに、自宅療養、宿泊療養又は高齢者施設等での療養の体制を強化

する。また、症状が回復した者について、後方支援を行う協定締結医療機関を活

用し、感染症患者を受け入れる病床を効率的に運用する体制確保を進める。患者

等の入院・転院等においては、国が作成して示す「重症化する可能性が高い患者

を判断するための指標」をも参考にしつつ、患者の容態を総合的に判断する。地

域医療体制支援拠点において、病床を効率的に運用し、患者の症状に応じた適切

な医療を提供するため、状況に応じて転退院支援や患者搬送支援を実施する。【健

康医療部】 

③  市は、自宅療養及び宿泊療養等において、感染症の特徴に応じて症状の状態等

を把握するため、パルスオキシメーターによる経皮的酸素飽和度の測定等による

健康観察を行う体制を確保する。【健康医療部】 

 

3-2-2-2 相談センターの強化 

上記 3-2-1-2 の取組を継続して行う。 

 

3-2-3 ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 

 市は、必要に応じて、相談センターにおいて、発熱外来を案内する仕組みから、

有症状者が発熱外来を直接受診する仕組みに移行するとともに、都と協力して、市

民等に対して周知する。【健康医療部】 

 

 

3-2-4 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期 
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ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や感染性等

が低下すること及び新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を上回ることによ

り、特措法によらない基本的な感染症対策に移行する場合、市は、国の示す方針に

基づき、新型インフルエンザ等発生前における通常の医療提供体制に段階的に移行

する。【健康医療部】 
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第９章 治療薬・治療法 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時は、健康被害や社会経済活動への影響を最小限に

とどめる上で、医療の提供が不可欠な要素となる。国や都と緊密な情報共有体制を

確保しながら、医療機関等が最新の科学的知見に基づく有効な治療薬及び治療法の

情報を早期に活用できるよう、平時からそのための体制づくりに協力する。 

 

1-１ 基礎研究及び臨床研究等の人材育成 

市は、治療薬・治療法の研究開発の担い手の確保につながるよう、大学等の研究

機関を支援する。また、市は、研究開発を通じて育成した人材について、キャリア

形成の支援等を通じて積極的に活用することにより、研究を推進する医療機関や研

究機関等との連携ネットワークに参画する臨床研究中核病院や感染症指定医療機

関等における研究開発の実施体制の強化を支援する。【健康医療部・市民活動推進

部】 
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、流行状況の早期収束87を目的として、準備期

に構築した体制を活用して、医療機関等に対し治療薬や治療法に関する最新の知見

に関する情報提供を行う。 

 

2-1 治療薬・治療法の活用に向けた体制の整備 

2-1-1 医療機関及び都民等への情報提供・共有 

都は、国やＪＩＨＳ等の関係機関と緊密に連携して新型インフルエンザ等の診

断・治療に資する情報等を収集し、最新の科学的知見に基づく有効な治療薬・治療

法に関する情報を医療機関や薬局のほか、医療従事者、都民等に対して迅速に提供・

共有する。 

 

2-2 抗インフルエンザウイルス薬の使用（新型インフルエンザの場合） 

  市は、国や都と連携し、医療機関の協力を得て、新型インフルエンザの患者の 

 同居者等の濃厚接触者や、医療従事者や救急隊員等のうち十分な防御なくばく露

した者に対して、必要に応じて抗インフルエンザウイルス薬の予防投与や有症時

の対応を指導する。症状が現れた場合は、感染症指定医療機関等に移送する。

【健康医療部】 

 
87 患者が国内で発生しているが、特措法に基づく対策を必要としない流行状況にあること。 
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、流行状況の早期収束を目的として、迅速に有

効な治療薬・治療法が、必要な患者に公平に届くことを目指した対応を行う。 

 

3-1 治療薬・治療法の研究開発の推進への協力 

市は、国が新型インフルエンザ等に対する治療薬・治療法の研究開発の取組の一

環として、製造販売業者による医薬品の治療薬等の開発・実用化の取組を支援する

場合には、被験者の同意の下、可能な限り治験等への協力に努める。【健康医療部】 

 

3-2 治療薬・治療法の開発後の治療薬・治療法の活用 

都は、都民が新型インフルエンザ等の治療薬・治療法の開発・実用化の進捗を踏

まえた治療を受けられ、また、適切な受療行動をとれるよう、医療機関等に最新の

知見を踏まえた情報提供を行うとともに、都民等に対し治療法や治療薬に関する有

効性や安全性等の正確な情報、対象となる患者等の考え方、対応可能な医療機関等

の情報や受診の方法等について分かりやすく発信し、必要に応じて専用コールセン

ター等の設置を行うなど、都民への丁寧な情報提供に努める。 

また、市は、治療薬・治療法の普及状況に応じて、都と連携し、治療薬の投与可

能な医療機関への受診・入院調整を行うなど、必要な患者が円滑に治療を受けられ

る体制づくりに協力する。 

なお、新型コロナウイルスでは、り患後、感染性が消失してからも様々な症状（り

患後症状、いわゆる後遺症）に悩む方が数多く存在していることから、新型インフ

ルエンザ等の発生時には、こうした後遺症の発生も視野に入れ、必要に応じて、都

や医療機関等と連携し対応していく。【健康医療部】 

 

3-2-1 医療機関等及び都民等への情報提供 

都は、引き続き、国やＪＩＨＳ等の関係機関と緊密に連携して新型インフルエン

ザ等の診断・治療に資する情報及び策定された診療指針等を収集し、医療機関や薬

局のほか、医療従事者等、都民等に対して迅速に提供する。 

 

3-3 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄及び使用（新型インフルエンザの場合） 

①  都は、都及び関係機関における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量及び都内

の流通状況を把握するとともに、患者の発生状況を踏まえ、抗インフルエンザウ
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イルス薬が必要な地域に十分に供給されているかを確認し、必要に応じて都備蓄

分を市場に放出する。また、国備蓄分の配分を国に要請する。 

②  国は、都と連携し、医療機関に対し、地域における感染が拡大した場合は、患

者の治療を優先することから、患者との濃厚接触者（同居者を除く。）への抗イ

ンフルエンザウイルス薬の予防投与を原則として見合わせるよう要請するとと

もに、患者の同居者に対する予防投与については、その期待される効果を評価し

た上で継続の有無を決定する。 

③  都は、患者数が減少した段階において、次の感染拡大に備え、必要に応じ、抗

インフルエンザウイルス薬の備蓄についての補充を行う。 
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第１０章  検査 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

検査の目的は、患者の早期発見によるまん延防止、患者を診断し早期に治療につ

なげること及び流行の実態を把握することである。準備期では、新型インフルエン

ザ等の発生時に向けた検査体制の整備やそのために必要な人材の育成を進めると

ともに、有事において円滑に検査体制を構築するための訓練等で実効性を定期的に

確認し、適宜、予防計画等に基づく検査体制の見直しを行うことが必要である。 

 

1-1 検査体制の整備 

① 市は、新型インフルエンザ等の発生時に速やかに検査体制を整備するため、 

 都、医療機関等との間の役割分担を平時から確認し、有事における検査体制整

備を進める。【健康医療部】 

② 市は、新型インフルエンザ等の発生時に迅速かつ効率的に検査ができるよ

う、東京都健康安全研究センター等へ検体を搬入する仕組みを整備するなど、

平時から検体搬送体制について確認する。【健康医療部】 

③ 市は、有事において検査を円滑に実施するため、防護具等の備蓄及び確保を 

進める。【健康医療部】 

④ 市は、予防計画に基づき、東京都健康安全研究センター等や検査等措置協定

を締結している民間検査機関等における検査体制の充実・強化に係る検査実施

能力の確保状況の情報について、都を通じて把握する。【健康医療部】 

 

1-2 訓練等による検査体制の維持及び強化 

① 都は、予防計画に基づき、東京都健康安全研究センター等や検査等措置協定締

結機関等における検査体制の充実・強化に係る検査実施能力の確保状況等の情報

を有事に速やかに把握できるよう、訓練等の機会を通じ定期的に確認を行う。東

京都健康安全研究センター等や検査等措置協定締結機関等は、国がＪＩＨＳと連

携して実施する訓練等を活用し、国と協力して検査体制の維持に努める。市は状

況に応じて協力する。【健康医療部】 

② 市は、東京都健康安全研究センターや検査等措置協定締結機関等と協力し、有 

事の際に検体や病原体の搬送が滞りなく実施可能か、研修や訓練を通じて確認す

る。【健康医療部】 

 ③ 市は、ＪＩＨＳが実施する検体の入手から病原体の検出手法の確立及びその手 
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法を検査機関に普及するに至るまでの初動体制を構築するための訓練について

必要な協力を行う。【健康医療部】 

 

 

1-３ 研究開発に関する関係機関等との連携 

市は、国及びＪＩＨＳが主導する検査診断技術の研究開発について、市内の感染症 

の診療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に積極的に協力する。【健康医療部】 
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

市内での新型インフルエンザ等の発生時に、適切な検査の実施により患者を早期

発見することで、適切な医療提供につなげ、患者等からの感染拡大を防止するとと

もに、流行状況を把握し、新型インフルエンザ等による個人及び社会への影響を最

小限にとどめる。 

新型インフルエンザ等の発生時において、市は、都が実施する検査方法の確立や、

検査体制の整備に協力する。 

 

2-1 検査体制の整備 

① 発生早期は、東京都健康安全研究センターが検査体制を確立して検査を実施 

し、その後速やかに検査等措置協定締結機関等と連携し、予防計画に定める必

要検査実施数を確保していく。 

② 市は、都が予防計画に基づき、流行初期の目標検査実施数を迅速に確保する

ために行う東京都健康安全研究センターや検査等措置協定締結機関等における

検査体制の整備・立ち上げについて、必要に応じて協力する。 

③ 市は、市内の実情に応じて、八王子市医師会等とも連携し、必要な検査体制

の確保について検討する。 

 

2-２ 研究開発企業等による検査診断技術の確立と普及 

 市は、国及びＪＩＨＳが主導する検査診断技術の研究開発について、市内の感染症 

の診療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に積極的に協力する。【健康医療部】 

 

2-３ リスク評価に基づく検査実施の方針の検討 

市は、国や都と連携し、国の段階的な検査実施方針の見直しに協力する。さらに、 

国から、流行状況やリスク評価に基づき、検査の目的や検査体制を含む検査実施の

方針等に関する情報提供がなされた場合には、速やかに関係機関に周知の上、体制

を整備する。【健康医療部】 
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

初動期に引き続き、適切な検査の実施により患者を早期発見することで、適切な

医療提供につなげ、患者等からの感染拡大を防止するとともに、流行状況を把握し、

新型インフルエンザ等による個人及び社会への影響を最小限にとどめる。 

また、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）の変化、

感染症の流行状況の変化、検査の特徴等も踏まえつつ、社会経済活動の回復や維持

を図ることについても検査の目的として取り組む。 

 

3-1 検査体制の拡充 

①  都は、予防計画に基づき、東京都健康安全研究センターや検査等措置協定締結

機関等における検査体制の充実・強化に係る検査実施能力の確保状況を確認し、

確保状況について定期的に国へ報告する。市は、その確保状況を把握し、適切に

対応する。 

② 流行初期は、東京都健康安全研究センターに加え、感染症指定医療機関、流行初

期医療確保措置協定締結医療機関が順次対応する。また、市は、医療提供体制を

補完するため、地域の実情に応じて八王子市医師会等と協力し、地域・外来検査

センター（ＰＣＲセンター）を設置するなど、各地域における必要な検査体制を

構築する。流行初期以降は、これらに加え、段階的に、検査能力を有する全ての

協定締結医療機関で対応する。【健康医療部】 

③  市は、市内の感染状況等に応じて、感染症対策上の必要性、東京都健康安全研

究センター、検査等措置協定締結機関等における検査体制等を踏まえ、国や都等

と調整の上、検査の実施範囲等を判断する。【健康医療部】 

④  市や、国や都が実施する国内の検査体制の維持や拡充等のための見直しに応じ

て、適宜、市内の検査体制の見直しを実施する。【健康医療部】 

 

3-2 研究開発企業等による検査診断技術の確立と普及 

①  市は、国及びＪＩＨＳが主導する検査診断技術の研究開発について、市内の感

染症の診療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に積極的に協力する。【健

康医療部】 

②  市は、国及びＪＩＨＳにおいて、新たに、より安全性が高い検査方法や検体採

取方法が開発された場合は、これらの手法の医療機関等への速やかな普及に協力

する。【健康医療部】 

 

3-3 リスク評価に基づく検査実施の方針の決定・見直し 
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①  市は、国が段階的に見直した検査実施方針を踏まえ、市における体制を見直す。

さらに、国から提供される検査の目的や検査体制を含む検査実施の方針等に関す

る情報について、市民及び関係機関等に分かりやすく提供・共有する。【健康医

療部】 

②  市は、国が決定した方針について関係機関等に周知の上、市内の検査体制を整

備する。【健康医療部】 

 

3-4 医療機関の検査目的の受診集中回避 

市は、医療機関への検査目的の受診の集中を緩和し、本来医療が必要な重症化リ

スクがある方等の受診機会を確保するため、国や都及び関係機関と連携を図り、検

査キットの配布等の取扱いについて柔軟に対応する。【健康医療部】 

 

 【新型コロナでの具体例】 

■ＰＣＲ外来の開設 

市は、増加する新型コロナウイルス感染症患者に対応するため、専門外来

を設置し、診療・検査体制を強化。 

さらに、市内医療機関で令和 2 年（2020 年）5 月 13 日から令和 3 年

（2021 年）6 月 11 日まで、市独自の PCR 外来を開設し、かかりつけ医な

どで検査が必要と判断された場合、ＰＣＲ外来に照会する仕組みを整え、迅

速な検査体制を確保した。 
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第１１章  保健 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

感染症有事には、保健所は地域における情報収集・分析を実施し、それぞれの地

域の実情に応じた感染症対策の実施を担う点で、感染症危機時の中核となる存在で

ある。保健所は、関係機関等による感染症対策の支援、医療機関や八王子市医師会

等関係団体との連絡調整等、感染症の発生予防等のための事前対応型の取組を推進

する。 

市は、感染症の発生情報や地域における医療の提供状況等の情報等を収集する体

制を平時から構築する。また、感染症危機発生時に備えた研修や訓練の実施、感染

症危機に対する迅速かつ適切な危機管理を行うことができる人材の中長期的な育

成、外部人材の活用も含めた必要な人材の確保、業務量の想定、感染症危機管理に

必要な機器及び機材の整備、物品の備蓄等を行うことにより、有事に保健所等がそ

の機能を果たすことができるようにする。その際、本庁と保健所等との役割分担や

業務量が急増した際の両者の連携と応援や受援の体制、関係する地方公共団体間に

おける役割分担を明確化するとともに、それらが相互に密接に連携できるようにす

る。 

また、収集・分析した感染症に係る情報を関係者や市民と積極的に共有し、感染

症の発生状況と対策に関する共通理解を形成することにより、有事の際の迅速な情

報提供・共有と連携の基盤づくりを行う。 

 

1-1 人材の確保 

①  市は、平時から感染症対応が可能な人材の確保のため、医師、保健師等の専門

職の計画的な確保や職員への研修等を実施する。【健康医療部】 

②  市は、保健所における流行開始（感染症法に基づく新型インフルエンザ等感染

症等に係る発生等の公表）から１か月間において想定される業務量に対応するた

め、保健所職員、本庁等からの応援職員、ＩＨＥＡＴ要員88等、保健所の感染症

有事体制を構成する人員を確保する。【総合経営部・健康医療部】 

 

1-2 外部専門職（ＩＨＥＡＴ等）等の活用 

① 市は、IHEAT の運用の主体として、IHEAT 要員の確保、名簿管理、研修を行

う。また、所属先がある IHEAT 要員については支援が円滑に実施されるよう所

 
88 地域保健法第 21 条に規定する業務支援員をいう。以下同じ。 
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属機関との調整等を行う。さらに、保健所における受入体制が整備されるよう人

員や財源の確保、マニュアルの整備等必要な支援を行う。【健康医療部】 

② 市は、IHEAT 要員に関する募集や広報を、特に地域における外部の専門職や

保健所を退職した者等の行政機関での勤務経験者等に対し積極的に行う。【健康

医療部】 

③ 市は、健康危機発生時に速やかに IHEAT 要員の支援を受けることができるよ

う、IHEAT 要員の受入体制を整備する。【健康医療部】 

 

1-３ 業務継続計画を含む体制の整備 

①  市は、予防計画に定める保健所の感染症有事体制（保健所における流行開始か

ら１か月間において想定される保健所の業務量に対応する人員確保数及びＩＨ

ＥＡＴ要員の確保数）の状況を毎年度確認する。【健康医療部】 

②  市は、東京都健康安全研究センター、都が検査等措置協定を締結している医療

機関や民間検査機関等による検査体制の確保等に協力する。【健康医療部】 

③  市は、保健所業務に関する業務継続計画を策定する。【健康医療部】 

④  業務継続計画の策定に当たっては、有事における市及び保健所の業務を整理す

るとともに、有事に円滑に業務継続計画に基づく業務体制に移行できるよう、平

時からＩＣＴや外部委託の活用等により、業務の効率化を図る。【健康医療部】 

 

1-４ 研修・訓練等を通じた人材育成及び連携体制の構築 

1-4-1 研修・訓練等の実施 

①  市は、保健所の感染症有事体制を構成する人員（ＩＨＥＡＴ要員を含む。）へ

の年１回以上の研修・訓練を実施する。【健康医療部】 

② 市は、国やＪＩＨＳ等が行う、危機管理のリーダーシップを担う人材や応援職  

員の人材の育成、ＩＨＥＡＴ要員に係る研修の実施等に協力し、地域の専門人材

の充実を図り、感染症危機への対応能力の向上を図る。【健康医療部】 

③ 市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、国や都の研修等を積極的に活用し 

つつ、保健所等の人材育成に努める。また、新型インフルエンザ等の発生及びま

ん延を想定した訓練を実施する。【健康医療部】 

④ 市は、保健所に加え、本庁においても速やかに感染症有事体制に移行するため、 

全庁的な研修・訓練を実施することで、感染症危機への対応能力の向上を図る。

【健康医療部】 
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【平時からの備えに関する具体例】 

■研修・訓練の実施 

市は、将来の感染症発生に備え、健康危機管理への理解を深めるため、市職

員全員を対象に、毎年 e-ラーニング研修を実施。また、主に保健所職員に対

し、防護具の着脱訓練など実践的な研修を定期的に行い、現場対応力を強化し

ている。 

さらに、専門的な研修としてＩＨＥＡＴ研修やＩＣＮ連絡会を通じ、医療機

関との連携や感染症対応の高度化を図っている。 

 

 

1-4-2 多様な関係機関との連携体制の構築 

①  市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、東京都感染症対策連携協議会等を

活用し、平時から保健所、東京都健康安全研究センター、他区市町村、消防機関

等の関係機関、専門職能団体等と意見交換や必要な調整等を通じ、連携を強化す

る。【健康医療部】 

②  市は、入院調整の方法や医療人材の確保、保健所体制、検査体制や検査実施の

方針、情報共有の在り方、感染症患者等の移送、他の疾患等の傷病者の救急搬送

等について東京都感染症対策連携協議会等において協議し、その結果を踏まえ、

必要に応じ予防計画を策定・変更する。 

 なお、予防計画を策定・変更する際には、市行動計画、健康危機対処計画、都

が作成する医療計画及び予防計画と整合性の確保を図る。【健康医療部】 

③  市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、感染症対策関連計画推進会議を開

催し、平時から保健所、八王子市医師会、市内中核病院、感染症専門医等と意見

交換や必要な調整等を通じ、地域の連携を強化する。【健康医療部】 

④  市は、有事に、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、

流行状況、病床のひっ迫状況等により、陽性者が自宅や宿泊療養施設89で療養す

る場合には、陽性者への食事の提供等90の実施や宿泊施設の確保等が必要となる

ため、都に協力し、地域全体で感染症危機に備える体制を構築する。【健康医療

部】 

⑤  市は、八王子市医師会等の協力を得ながら、医療機関に保健所への感染症の届

出の必要性や電磁的方法による届出が可能である旨等を周知し、感染症の診断を

行った医師が速やかに届け出るよう働き掛けを行っていく。【健康医療部】 

 
89 感染症法第 44 条の３第２項及び第 50 条の２第２項（第 44 条の９の規定により準用する場合を含む。）に定

める宿泊施設をいう。以下同じ。 

90 感染症法第 44 条の３第７項、第９項及び第 10 項 
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⑥  保健所は、地域における健康危機管理の拠点であるため、感染症対策の中核的

機関として、地元の関係機関等に対する感染症についての情報提供や相談対応等

に取り組む。また、企業や事業者の健康管理部門との連携を図り、感染症対策を

推進する。【健康医療部】 

 

1-5 保健所の体制整備 

①  市は、感染経路の特定、濃厚接触者の把握等に係る積極的疫学調査91、病原体

の収集や分析等の専門的業務を適切に実施するために、感染症がまん延した際の

情報量と業務量の増大を想定し、効率的な情報集約と柔軟な業務配分・連携・調

整の仕組みを構築する。また、保健所における交替要員を含めた人員体制、設備

等を整備する。さらに、医療機関、八王子市医師会又は民間事業者への外部委託

についても検討しつつ、自宅療養者等の健康観察を効率的に実施できるよう体制

を整備する。加えて、感染症対応業務に従事する職員等のメンタルヘルス支援等

の必要な対策を講ずる。【健康医療部】 

②  保健所は、平時から新型インフルエンザ等の発生等の感染症のまん延等に備え

た準備を計画的に進めるため、健康危機対処計画を策定し、想定した業務量に対

応するための人員の確保、研修・訓練の実施、ＩＣＴ活用等による業務の効率化、

地域の専門職能団体や大学等の教育機関等の関係機関との連携強化等に取り組

む。【健康医療部】 

③  市は、平時から都及び東京都健康安全センター等の関係機関と協力し、有事の

際に検体の輸送が滞りなく実施可能か、研修や訓練を通じて確認する。【健康医

療部】 

④  市は、東京都健康安全研究センターが策定する健康危機対処計画に基づき実

施する、施設及び機器の整備・メンテナンス、検査の精度管理の向上、感染症

情報の管理等のためのシステムの活用、調査及び研究の充実、JIHS 等の関係機

関との連携体制の構築、休日及び夜間において適切な対応を行う体制の整備等

について、必要に応じて協力する。【健康医療部】 

⑤   市は、東京都健康安全研究センター等が平時の訓練等を活用し、国や都と協力

して検査体制の維持に努めることについて、必要に応じて協力する。【健康医療

部】 

⑥  市は、感染症サーベイランスシステムを活用し、平時から季節性インフルエン

ザや新型コロナ等の流行状況（病原体ゲノムサーベイランスを含む。）を迅速に

把握する体制を整備する。【健康医療部】 

 
91 感染症法第 15 条 
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⑦  市は、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）等を活用し、協定締結医療

機関の協定の準備状況（病床確保・発熱外来等の措置内容確認、研修・訓練等、

各物資の備蓄状況等）を把握する。【健康医療部】 

⑧  市は、感染症法若しくは家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）に基づ

く獣医師からの届出92又は野鳥等に対する調査等に基づき、国内及び地域におけ

る鳥インフルエンザの発生状況等を把握する。また、医療機関から感染症法で定

める特定鳥インフルエンザ（二類感染症）の患者の届出又は鳥インフルエンザの

感染が疑われる者について保健所に情報提供・共有があった場合に、それぞれ情

報提供・共有を行う体制を整備する。【健康医療部・産業振興部】 

⑨  市は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染

性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発に

ついて、積極的に協力する。【健康医療部】 

 

 

1-6 地域における情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

①  市は、国や都から提供された情報や媒体を活用しながら、地域の実情に応じた

方法で、市民に対して情報提供・共有を行う。また、市民への情報提供・共有方

法や、市民向けのコールセンター等の設置をはじめとした市民からの相談体制の

整備方法、リスクコミュニケーションの在り方等について、あらかじめ検討を行

い、有事に速やかに感染症情報を市民に情報提供・共有するための体制構築を図

る。【健康医療部・関係各部】 

②  市は、感染症情報の共有に当たり、情報の受け取り手である市民等と可能な限

り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを適切に

行うことができるよう、市民等が必要とする情報を把握し、効果的な情報提供・

共有にいかす方法等を整理する。【健康医療部・関係各部】 

③  市は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属

機関、医療従事者、帰国者、外国人その他の新型インフルエンザ等に関連する者

に対する偏見・差別等は許されるものではなく、法的責任を伴い得ることや、患

者が受診行動を控える等感染症対策の妨げにもなること等について啓発する93。

【健康医療部・関係各部】 

④  市は、高齢者、子供、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由

な方等の情報共有に当たって配慮が必要な者に対しても、有事に適時適切に情報

 
92 感染症法第 13 条第１項及び家畜伝染病予防法第 13 条第１項 

93 特措法第 13 条第 2 項 



第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第１１章 保健 

                             第１節 準備期 

104 

共有ができるよう、平時における感染症情報の共有においても適切に配慮する。

【健康医療部・関係各部】 

⑤  市は、外国人の患者に対応する場合に、保健所が利用できる多言語通訳の仕組

み等を構築する等、技術的支援を推進する。【市民活動推進部・健康医療部】 

⑥  保健所は、都と連携し、感染症対策に必要な情報の収集を行い、地域における

総合的な感染症の情報の発信拠点として、感染症についての情報共有や相談等の

リスクコミュニケーションを行う。【健康医療部】 
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

初動期は市民等が不安を感じ始める時期であり、初動期から迅速に準備を進める

ことが重要である。 

市が定める予防計画並びに保健所が定める健康危機対処計画等に基づき、保健所

が有事体制への移行準備を進め、感染症法で定める新型インフルエンザ等感染症等

に係る発生等の公表後に迅速に対応できるようにする。 

また、市民に対しても、新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感

染症の国内での発生を想定したリスクコミュニケーションを開始することにより、

地域の協力を得ながら感染拡大のリスクを低減する。 

 

2-1 有事体制への移行準備 

 ① 市は、国からの要請や助言も踏まえて、予防計画に基づく保健所の感染症有事

体制（保健所における流行開始から１か月間において想定される業務量に対応

する人員確保数及びＩＨＥＡＴ要員の確保数）への移行の準備状況を適時適切

に把握するとともに、必要に応じて、公表後に備えた以下の（ア）から（エ）ま

での対応に係る準備を行う。 

   また、感染拡大に備え保健所に対する他部署からの応援職員の派遣、ＩＨＥＡ

Ｔ要員に対する応援要請等といった、交替要員を含めた人員の確保に向けた準

備を進める。【総合経営部・健康医療部】 

（ア） 医師の届出等で患者を把握した場合の患者等への対応（入院勧告・措置

や積極的疫学調査等）や患者の同居者等の濃厚接触者への対応（外出自粛

要請、健康観察の実施、有症時の対応指導 等） 

（イ） 積極的疫学調査等による、集団感染（クラスター）の発生状況の把握 

（ウ） IHEAT 要員に対する市が管轄する区域内の地域保健対策に係る業務に従

事すること等の要請 

（エ）感染拡大時における業務の一元化や外部委託等による保健所の業務効率化 

（オ）医療機関等の検査体制の迅速な整備 

 

② 市は、感染症指定医療機関における感染症患者の受入体制を確保するととも

に、保健所、医療機関、消防機関等と連携し、入院調整に係る体制構築を進め

る。【健康医療部】 

③ 保健所は、健康危機対処計画に基づき、都や市他部署と連携して感染症有事

体制を構成する人員の参集や受援に向けた準備、感染症の特徴や病原体の性状
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（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえた必要な物資・資機材の調達の

準備等、感染症有事体制への移行の準備を進める。【健康医療部】 

④ 市は、都が検査等措置協定を締結している民間検査機関等や以下 2-2 に記載 

する相談センターとの連携も含めた早期の検査体制の構築に協力する。【健康 

医療部】 

 ⑤ 市は、東京都健康安全研究センターが実施する、感染症有事体制を構成する人  

員の参集や受援に向けた準備、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、

薬剤感受性等）を踏まえた必要な物資・資機材の調達の準備等、感染症有事体制

への移行の準備を進めるとともに、JIHS 等と連携して感染症の情報収集に努め

ることについて、必要に応じて協力する。【健康医療部】 

⑥ 市は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感  

染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開

発について、積極的に協力する。【健康医療部】 

 

 

2-2 市民への情報提供・共有の開始 

①  市は、国の要請に基づき、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等からの相

談を受け、必要に応じて感染症指定医療機関等を案内する相談センターの整備を

速やかに行い、市民等に周知する。【健康医療部・関係各部】 

②  市は、国が設置した情報提供・共有のためのホームページ等の市民への周知、

Ｑ＆Ａの公表、市民向けのコールセンターの設置等を通じて、市民に対する速や

かな情報提供・共有体制を構築するとともに、双方向的にコミュニケーションを

行い、リスク情報とその見方や対策の意義を共有する。【健康医療部・関係各部】 

 

2-3 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前に市内で感染が確認さ

れた場合の対応 

①  保健所は、新型インフルエンザ等にり患した又はり患したことが疑われる患者

が発生した場合には、当該患者（疑似症患者や無症状病原体保有者を含む。）及

びその関係者に対して、積極的疫学調査を実施する。【健康医療部】 

②  市は、第３章第２節（「サーベイランス」における初動期）2-2-1 で開始する疑

似症サーベイランス等により、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公

表前に市内で感染が疑われる者が発生したことを把握した場合は、保健所等にお

いて、当該者に対して積極的疫学調査及び検体採取94を実施するとともに、感染症

 
94 感染症法第 16 条の３第１項及び第３項 
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のまん延を防止するため、必要に応じて感染症指定医療機関への入院について協

力を求める。【健康医療部】 
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、市が定める予防計画並びに保健所が定める健

康危機対処計画や準備期に整理した、医療機関等の関係機関及び専門職能団体との

役割分担・連携体制に基づき、保健所が、求められる業務に必要な体制を確保して

それぞれの役割を果たすとともに、地域の関係機関が連携して感染症危機に対応す

ることで、市民の生命及び健康を保護する。その際、感染症の特徴や病原体の性状

（病原性、感染性、薬剤感受性等）、感染状況等を踏まえ、地域の実情に応じた柔

軟な対応が可能となるようにする。 

 

3-1 有事体制への移行 

①  市は、他部署から保健所への応援職員の派遣、ＩＨＥＡＴ要員に対する応援の

要請等を遅滞なく行い、保健所の感染症有事体制を確立する。【総合経営部・健

康医療部】 

②  市は、新型インフルエンザ等の発生状況等に対する市民の理解の増進を図るた

めに必要な情報を都と共有する。【健康医療部】 

③  市は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染

性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発に

ついて、積極的に協力する。【健康医療部】 

 

3-2 主な対応業務の実施 

都、保健所及び東京都健康安全研究センター等は、予防計画及び健康危機対処計

画に基づき、準備期に整備・整理した組織・業務体制や役割分担等に基づき、相互

に連携するとともに、市区町村、医療機関、消防機関等の関係機関と連携して、以

下 3-2-1 から 3-2-7 までに記載する感染症対応業務を実施する。【健康医療部】 

 

3-2-1 相談対応 

市は、有症状者等からの相談に対応する相談窓口の体制を強化し、感染したおそ

れのある者について、当該者の症状の程度や基礎疾患等の重症化リスク等を踏まえ

て、必要に応じて速やかに発熱外来の受診につなげる。相談窓口の運営に当たって

は、業務効率化のため、適時に外部委託や一元化等を行うことを検討する。【健康

医療部】 
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3-2-2 検査・サーベイランス 

①  市は、国の方針を踏まえ、地域の実情に応じて、感染症対策上の必要性、検査

体制等を勘案し、検査の実施範囲を判断する。【健康医療部】 

②  市は、東京都健康安全研究センター等が、検査等措置協定を締結している民

間検査機関等を含めた検査体制が十分に拡充されるまでの間の必要な検査を実

施するとともに、JIHS との連携や他の地方衛生研究所等とのネットワークを活

用した国内の新型インフルエンザ等に係る知見の収集、JIHS への地域の感染状

況等の情報提供・共有、地域の変異株の状況の分析、保健所等への情報提供・

共有、都が検査等措置協定を締結している民間検査機関等における検査等に対

する技術支援や精度管理等を通じ、地域におけるサーベイランス機能を発揮す

ることについて、必要に応じて協力する。【健康医療部】 

③  市は、国の方針を踏まえ、新型インフルエンザ等の患者発生状況に応じ、全数

把握から定点把握を含めた適切なサーベイランスの実施体制に移行する。【健康

医療部】 

④  市は、国が実施する感染症サーベイランスのほか、必要に応じ、地域の感染動

向等に応じて、都と協力して感染症サーベイランスを実施する。【健康医療部】 

 

3-2-3 積極的疫学調査 

①  市は、感染源の推定（後ろ向き積極的疫学調査）や濃厚接触者等の特定（前向

き積極的疫学調査）を行うため、感染者又は感染者が属する集団に対して、ＪＩ

ＨＳが示す指針等や都が整理した方針に基づき、積極的疫学調査を行う。【健康

医療部】 

②  国は、新型インフルエンザ等について、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、

感染性、薬剤感受性等）を踏まえ、積極的疫学調査の対象範囲を見直し、都道府

県等に対し、その内容を周知する。無症状病原体保有者からの感染が確認される

等、他の感染症と大きく異なる特徴が判明した場合は、積極的疫学調査によって

得られる効果や保健所における業務負荷等も勘案した上で、対象範囲や調査項目

を検討し、都道府県等に対し、その内容を周知する。 

市は、国が示した疫学調査の範囲及び方法を踏まえ、対象範囲や調査項目を変

更の上、速やかに関係機関に周知するとともに、市民に対し適切に情報発信する。

【健康医療部】 

③  市は都と連携の上、流行初期以降（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生

等の公表後おおむね１か月以降。以下本章において同じ。）においては、感染症

の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、流行状況等に関する

情報を整理し、保健所における業務負荷を勘案し、国が示す方針や専門家の意見
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も踏まえながら、地域の実情に応じて積極的疫学調査の対象範囲や調査項目を見

直す。【健康医療部】 

④  市は、積極的疫学調査等の結果により明らかになった感染拡大防止に必要な情

報について、各種法令に基づく個人情報の取扱いに配慮しつつ、八王子市医師会

や市内医療機関等の関係団体に提供するとともに、都や他区市町村間の情報交換

を通じて感染症対策に活用する。【健康医療部】 

 

3-2-4 入院勧告・措置、入院調整、自宅・宿泊療養の調整及び移送 

①  市は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患者等を把握した場合は、

医師が判断した当該患者等の症状の程度や基礎疾患等の重症化リスク、医療機関

等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）等により把握した協定締結医療機関の確保病

床数、稼働状況及び病床使用率、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、

薬剤感受性等）や流行状況等を踏まえて、速やかに療養先を判断し、入院勧告・

措置及び入院、自宅療養又は宿泊療養の調整を行う。【健康医療部】 

②  市は、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等が明

らかでない場合においては、必要に応じ国や都へ協議・相談し、その結果を踏ま

えて対応する。入院の優先度や入院先医療機関の判断等においては、準備期に整

備・整理した役割分担に基づき、医療機関等と適切に連携して対応する。【健康

医療部】 

③  市は、入院勧告を実施する際は、患者に対して、入院が必要な理由などの説明

を行い、その理解を得るよう努めるとともに、応急入院から本入院に移行する際

の意見を述べる機会の付与や退院請求、審査請求に関することなど、入院勧告の

通知に記載された事項を含め十分に説明を行う。【健康医療部】 

④  市は、入院勧告等を行った場合には、患者の人権に十分に配慮しつつ、医療機

関との協力の下、患者の病状や治療経過等の情報を整理し、まん延防止対策等を

実施する。【健康医療部】 

⑤  市は、入院勧告・措置を受けた患者が、感染症法に基づく退院請求を行った場

合、医療機関と連携して当該患者が退院基準に適合しているかどうかの確認を速

やかに行う。【健康医療部】 

 

3-2-5 健康観察及び生活支援 

①  市は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患者等を把握し、医師が

判断した当該患者等の症状の程度、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染

性、薬剤感受性等）、流行状況等を勘案した上で、当該患者等に対して自宅又は

宿泊療養施設で療養するよう協力を求める必要があると判断した場合は、国や都

と調整の上、自宅療養体制に移行し、当該患者等やその濃厚接触者に対して、外
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出自粛要請95や就業制限96を行うとともに、外部委託等活用しつつ、定められた期

間の健康観察を行う。【健康医療部】 

②  市は、必要に応じ、都と協力して、食事の提供等の当該患者やその濃厚接触者

が日常生活を営むために必要なサービスの提供やパルスオキシメーター等の物

品の支給に努める97。【健康医療部】 

③  市は、軽症の患者又は無症状病原体保有者や濃厚接触者への健康観察について、

感染症サーベイランスシステムの健康状態の報告機能を活用することで、保健所

の業務効率化・負荷軽減を図る。【健康医療部】 

 

3-2-6 健康監視 

市は、検疫所から通知があったときは、保健所において、新型インフルエンザ

等に感染したおそれのある居宅等待機者等に対して健康監視を実施する98。【健

康医療部】 

 

3-2-7 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

①  市は、感染拡大防止のために広く注意を喚起する必要がある場合には、国や都

と連携し、集積した情報を分析の上、効果的に情報発信を行う。【市長公室・健

康医療部】 

②  市は、感染が拡大する時期にあっては、新型インフルエンザ等に関する情報や

発生時にとるべき行動等の新型インフルエンザ等の対策等について、市民の理解

を深めるため、市民に対し、分かりやすく情報提供・共有を行う。【市長公室・

健康医療部・関係各部】 

③  市は、高齢者、子供、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由

な方等の情報共有に当たって配慮が必要な者のニーズに応えられるよう、都と連

携の上、適切な配慮をしつつ、理解しやすい内容や方法で感染症対策や各種支援

策の周知広報等を行う。【健康医療部・関係各部】 

 

 

 

 

 

 
95 感染症法第 44 条の３第１項及び第２項 

96 感染症法第 18 条第１項及び第２項 

97 感染症法第 44 条の３第７項、第９項及び第 10 項 

98 感染症法第 15 条の３第１項99 備蓄等に当たっては使用推奨期限等に留意すること。 
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3-3 感染状況に応じた取組 

3-3-1 流行初期 

3-3-1-1 迅速な対応体制への移行 

① 市は、流行開始を目途に感染症有事体制へ切り替えるとともに、予防計画に基

づく保健所の感染症有事体制への移行状況を適時適切に把握する。また、必要に

応じて、交替要員を含めた人員の確保のため、他部署からの応援職員の派遣、Ｉ

ＨＥＡＴ要員に対する応援要請等を行う。【総合経営部・健康医療部】 

② 市は、地域の感染状況等の実情に応じ、都に対し実地疫学の専門家等の派遣に

ついて依頼する。【健康医療部】 

③ 市は、国が整備した感染症サーベイランスシステム等のＩＣＴツールの活用や

外部委託、都での業務一元化等により、保健所における業務の効率化を推進する。

【健康医療部】 

④ 市は、保健所等において、準備期に整備・整理した組織・業務体制や役割分担

等に基づき、関係機関と連携して疫学調査や健康観察等の感染症対応業務を行う。

【健康医療部】 

⑤ 市は、都と連携し、感染症有事体制への切替え、感染症有事体制を構成する人

員の参集、必要な物資・資機材の調達等を行う。【健康医療部】 

⑥ 市は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染

性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発に

ついて、積極的に協力する。【健康医療部】 

 

3-3-1-2 検査体制の拡充 

① 市は、国が決定した検査実施の方針や地域の流行状況等の実情を踏まえ、予 

防計画に基づき、検査体制の拡充に協力する。【健康医療部】 

② 市は、東京都健康安全研究センター等が検査実施の方針等を踏まえて検査を実 

施することについて、必要に応じて協力する。【健康医療部】 

③ 市は、国の方針や感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性

等）等の評価を踏まえ、無症状病原体保有者への検査が必要と判断された場合は、

検査対象者等を関係機関へ周知する。【健康医療部】 

 

3-3-2 流行初期以降 

3-3-2-1 流行状況や業務負荷に応じた体制の見直し 

①  市は、国が示した疫学調査の範囲及び方法を踏まえ、対象範囲や調査項目を変

更の上、速やかに関係機関に周知するとともに、市民に対し適切に情報発信する。

【健康医療部】 
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②  市は地域の感染状況等の実情に応じ、都に対し実地疫学の専門家等の派遣につ

いて依頼する。【健康医療部】 

③  市は、引き続き、必要に応じて、交替要員を含めた人員の確保のため、他部署

からの応援職員の派遣、ＩＨＥＡＴ要員に対する応援要請等を行う。【総合経営

部・健康医療部・関係各部】 

④  市は、引き続き、保健所で業務のひっ迫が見込まれる場合には、外部委託や都

での業務の一元化等による業務効率化を進める。【健康医療部・関係各部】 

⑤  市は、保健所等において行う感染症対応業務について、準備期に整備・整理し

た組織・業務体制や役割分担等に基づき関係機関と連携して行うとともに、感染

症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、感染状況等を踏ま

えて国から対応方針の変更が示された場合は、地域の実情や市の本庁及び保健所

等の業務負荷等も踏まえて、保健所の人員体制の見直し、感染症対応業務の対応

の変更を適時適切に行う。【総合経営部・健康医療部】 

⑥  市は、感染の拡大等により、病床がひっ迫するおそれがある場合には、基礎疾

患を持つ患者等の重症化する可能性が高い患者を優先的に入院させるとともに、

自宅療養、宿泊療養又は高齢者施設等での療養の体制を強化する。また、症状が

回復した者について、後方支援を行う医療機関への転院を進める。【福祉部・健

康医療部】 

⑦  市は、自宅療養の実施に当たっては、準備期に整備した食事の提供等生活支援

の実施体制や医療提供体制に基づき実施する。【健康医療部】 

 

3-3-2-2 安定的な検査・サーベイランス機能の確保 

① 市は、予防計画に基づき、検査実施体制の整備に協力する。【健康医療部】 

② 市は、東京都健康安全研究センター等が実施する、対応期を通じて拡充した検

査体制の維持、地域の変異株の状況の分析、各関係機関への情報提供・共有等に

ついて、必要に応じて協力する。【健康医療部】 

 

3-3-3 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期 

①  国は、都道府県等に対し、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬

剤感受性等）、流行状況等を踏まえ、有事の体制等の段階的な縮小の検討を行う

よう要請する。 

②  市は、国や都からの要請も踏まえて、地域の実情に応じ、保健所における有事

の体制等の段階的な縮小についての検討を行い、実施する。また、特措法によら

ない基本的な感染症対策への移行に伴い留意すべき点（医療提供体制や感染対策

の見直し等）及びこれに伴う保健所等での対応の縮小について、市民等の不安や
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混乱が生じないよう十分に配慮し、丁寧に情報提供・共有を行う。【総合経営部・

健康医療部】 
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第１２章  物資 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

感染症対策物資等は、新型インフルエンザ等の発生時に、医療提供体制、検査検

体の採取、患者搬送等の業務を安全に実施するために欠かせないものである。その

ため、市は、備蓄の推進等99の必要な準備を適切に行うことにより、有事に必要な

感染症対策物資等が確保できるようにする。 

 

1-1 感染症対策物資等の備蓄100 

①  市は、市行動計画に基づき、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ

等対策の実施に必要な感染症対策物資等の備蓄等を行うとともに、定期的に備蓄

状況等を確認する101。 

 なお、上記の備蓄については、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第

49 条第１項の規定による物資及び資材の備蓄と相互に兼ねることができる102。

【健康医療部・生活安全部】 

②  都は、個人防護具について、国が定める備蓄品目や備蓄水準を踏まえて備蓄す

る。 

③  都は、最初に感染者に接触する可能性のある救急隊員等の搬送従事者のための

個人防護具の備蓄を進めるよう消防機関に要請するとともに、必要な支援を行う。 

 

1-2 医療機関等における感染症対策物資等の備蓄等 

①  都は、予防計画に基づき地域の協定締結医療機関における個人防護具の備蓄等

を推進するほか、同計画の数値目標等を踏まえつつ、有事の感染症診療及び通常

医療との両立の観点からも、協定締結医療機関における必要な感染症対策物資等

の備蓄・配置状況を定期的に確認する。 

 なお、都は、感染症まん延時に医療現場で個人防護具が不足した場合に備え、

必要な物資の備蓄体制の確保に向けた取組を進める。 

 
99 備蓄等に当たっては使用推奨期限等に留意すること。 

100 ワクチンの備蓄については、第７章の記載を参照 

101 特措法第 10 条 

102 特措法第 11 条 



第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第１２章 物資 

                             第１節 準備期 

116 

②  協定締結医療機関は、国が定める備蓄品目や備蓄水準を踏まえ、予防計画に基

づき個人防護具を計画的に備蓄する。都は、協定締結医療機関の個人防護具の保

管施設整備の支援を行う。 

③  都は、協定締結医療機関に対して、各施設における実情を踏まえ、国が定める

品目・水準にかかわらず必要な感染症対策物資等の備蓄・配置にも努めるよう要

請する。 

④  都は、協定を締結していない医療機関等に対しても、施設内感染等の発生など

の状況に備え必要な感染症対策物資等の備蓄・配置に努めるよう要請する。 

⑤  都は、システム等を利用して、定期的に協定締結医療機関における感染症対策

物資等の備蓄・配置状況を確認する103。 

⑥  都は、社会福祉施設に対して、可能な限り必要な感染症対策物資等の備蓄に努

めるよう呼び掛ける。 

 

1-3 緊急物資運送等の体制整備 

都は、国と連携し、新型インフルエンザ等の発生時における医薬品、食料品等の

緊急物資の流通や運送の確保のため、緊急物資の製造・販売、運送を行う事業者で

ある指定（地方）公共機関等に対し、緊急物資の流通や運送等の事業継続のため体

制の整備を要請する。

 

 

 
103 感染症法第 36 条の５104 感染症法第 36 条の５105 特措法第 10 条 
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

感染症対策物資等の不足により、医療、検査等の実施が滞り、都民の生命及び健

康への影響が生じることを防ぐため、都は、有事に必要な感染症対策物資等を確保

する。 

 

2-1 感染症対策物資等の備蓄状況等の確認 

①  都は、システム等を利用して、新型インフルエンザ等の特徴も踏まえた必要な

感染症対策物資等について協定締結医療機関の備蓄・配置状況を確認する104。 

②  都は、協定締結医療機関に対して、新型インフルエンザ等の特徴も踏まえた必

要な感染症対策物資等の備蓄・配置状況を確認するよう要請する。 

③  市は、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に必要な

感染症対策物資等の備蓄状況等を確認する105。 

 

2-2 円滑な供給に向けた準備 

①  都は、協定締結医療機関における必要な感染症対策物資等に関して調査を行っ

た上で、十分な量を確保する。 

②  医療機関等は、感染症対策物資等が不足するおそれがある場合等は、感染症対

策物資等の販売事業者に計画的に発注する等により、必要量を安定的に確保する。 

③  都は、医療機関等において感染症対策物資等の不足が見込まれる場合等は、国

や感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者と連携し

ながら必要量の確保に努める。 

④  都は、個人防護具について、協定締結医療機関に対して定期的に調査を行い、

協定締結医療機関において調達困難等の理由により個人防護具が不足するおそ

れのある場合等には、不足する医療機関等に対し、行政備蓄から必要な個人防護

具を供出する準備等を行う。 

 

 
104 感染症法第 36 条の５105 特措法第 10 条 

105 特措法第 10 条 
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

感染症対策物資等の不足により、医療、検査等の実施が滞り、都民の生命及び健

康への影響が生じることを防ぐため、初動期に引き続き、都は、感染症対策物資等

の需給状況の確認、行政備蓄からの供出等を適切に行うことにより、各機関におい

て必要な感染症対策物資等を確保する。 

 

3-1 感染症対策物資等の備蓄状況等の確認等 

①  都は、システム等を利用して、協定締結医療機関に対し、新型インフルエンザ

等の特徴も踏まえた必要な感染症対策物資等の備蓄・配置状況を随時確認する106。 

②  医療機関等は、医療の提供に必要な感染症対策物資等について、備蓄・配置等

を適切に確認する。また、長期的に感染症対策物資等が必要となる可能性を踏ま

え、感染症対策物資等の販売事業者に計画的に発注する等により、必要量を安定

的に確保する。 

 

3-2 不足物資の供給等適正化 

都は、個人防護具について、協定締結医療機関に対して定期的に調査を行い、協

定締結医療機関において調達困難等の理由により個人防護具が不足するおそれの

ある場合等には、不足する医療機関等に対し、行政備蓄から必要な個人防護具の供

出を行う。 

 

3-3 備蓄物資等の供給に関する相互協力 

都は、新型インフルエンザ等緊急事態において、必要な物資及び資材が不足する

ときは、関係各局、他の地方公共団体、指定（地方）公共機関等の関係機関との間

で、備蓄する物資及び資材を互いに融通する等、物資及び資材の供給に関し相互に

協力するよう調整に努める107。 

 

3-4 緊急物資の運送等 

①  都は、緊急事態措置を実施するため緊急の必要がある場合は、運送事業者であ

る指定（地方）公共機関に対し、感染症対策物資等の緊急物資の運送を要請する。

また、緊急事態措置を実施するため緊急の必要がある場合は、医薬品等販売業者

 
106 感染症法第 36 条の５ 

107 特措法第 51 条108 特措法第 54 条第１項及び第２項 
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である指定（地方）公共機関に対し、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の配

送を要請する108。 

②  なお、正当な理由がないにもかかわらず、上記の要請に応じないときは、緊急

事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、指定（地方）公共

機関に対して運送又は配送を指示する109。 

 

3-5 物資の売渡しの要請等 

①  都は、緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、緊急事態措置

の実施に必要な医薬品等の物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業と

する者が取り扱うもの（以下「特定物資」という。）について、その所有者に対

し、当該特定物資の売渡しを要請する110。 

②  都は、対策の実施に必要な物資の確保に当たっては、あらかじめ所有者に対し

物資の売渡しの要請の同意を得ることを基本とする。 

 なお、新型インフルエンザ等緊急事態により当該物資等が使用不能となってい

る場合や当該物資が既に他の道府県による収用の対象となっている場合等の正

当な理由がないにもかかわらず、当該所有者等が応じないときは、特に必要があ

ると認めるときに限り、当該特定物資を収用する111。 

③  都は、緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資の確保のため緊急の場合に

は、必要に応じ、事業者に対し特定物資の保管を命じる112。 

④  都は、緊急事態措置を実施するに当たり、必要に応じ、国に上記①から③まで

の措置を行うよう要請する113。

 
108 特措法第 54 条第１項及び第２項 

109 特措法第 54 条第 3 項 

110 特措法第 55 条第１項 

111 特措法第 55 条第２項 

112 特措法第 55 条第３項 

113 特措法第 55 条第４項 
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第１３章  市民生活及び市民経済の安定の確保 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時には、市民の生命及び健康に被害が及ぶととも

に、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置

により市民生活及び市民経済に大きな影響が及ぶ可能性がある。市は、自ら必要な

準備を行いながら、事業者や市民等に対し、適切な情報提供・共有を行い、必要な

準備を行うことを勧奨する。これらの必要な準備を行うことで、新型インフルエン

ザ等の発生時に市民生活及び市民経済の安定を確保するための体制及び環境を整

備する。 

 

1-1 情報共有体制の整備 

市は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たり、関係機関との連携や関係所管

での連携のため、必要となる情報共有体制を整備する。【健康医療部・関係各部】 

 

1-2 支援の実施に係る仕組みの整備 

市は、新型インフルエンザ等の発生時の支援の実施に係る行政手続や支援金等の

給付・交付等について、ＤＸを推進し、適切な仕組みの整備を行う。その際は、高

齢者やデジタル機器に不慣れな方々、外国人等も含め、支援対象に迅速に網羅的に

情報が届くようにすることに留意する。【健康医療部・関係各部】 

 

1-3 新型インフルエンザ等の発生時の事業継続に向けた準備 

1-3-1 柔軟な勤務形態等の導入準備の勧奨 

都は、事業者に対し、新型インフルエンザ等の発生時に、オンラインを組み合わ

せたハイブリッドな会議等の活用、テレワークや時差出勤等の人と人との接触機会

を低減できる取組が勧奨される可能性のあることを周知し、そのような場合に備え

た準備を検討するよう勧奨する。 

 なお、子供の通う学校等が臨時休業等をした場合は、保護者である従業員への配

慮が必要となる可能性があることにも留意する。 
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1-3-2 教育及び学びの継続に関する体制整備 

市は、新型インフルエンザ等の発生時においても、分散登校や、オンライン学習

と対面学習とを組み合わせたハイブリッド学習等の工夫により、教育及び学びの継

続が可能となる体制の整備を行う。【学校教育部・関係各部】 

 

1-3-3 物資及び資材の備蓄114 

①  市は、市行動計画に基づき、第 12 章第１節（「物資」における準備期）1-1 で

備蓄する感染症対策物資等のほか、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエ

ンザ等対策の実施に当たり、必要な食料品や生活必需品等を備蓄する115。 

 なお、上記の備蓄については、災害対策基本法第 49 条第 1 項の規定による物

資及び資材の備蓄と相互に兼ねることができる116。【生活安全部・健康医療部】 

②  市は、事業者や市民に対し、新型インフルエンザ等の発生に備え、マスクや消

毒薬等の衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行うことを勧奨する。【健康

医療部・関係各部】 

 

1-3-4 生活支援を要する者への支援等の準備 

 市は、国からの要請に基づき、新型インフルエンザ等の発生時における、高齢者、

障害者等の要配慮者への生活支援（見回り、介護、訪問診療、食事の提供等）、搬

送、死亡時の対応等について、都と連携し要配慮者の把握とともにその具体的手続

を検討する。【福祉部・健康医療部】 

 

1-3-5 火葬能力等の把握、火葬体制の整備 

市は、感染拡大時における八王子市斎場の火葬能力等について事前に検討すると

ともに、国や都と八王子市斎場の火葬能力及び一時的に遺体を安置できる施設等に

ついて情報を共有しておく。また、新型インフルエンザ等の感染拡大時においても

火葬を円滑に行うための体制整備及び必要な物資等の確保に努める。【市民部・関

係各部】 

 

1-3-6 その他必要な体制の整備 

市は、都及び廃棄物処理業者と連携し、新型インフルエンザ等の発生時において

も廃棄物を適切に処理できるよう、適宜、情報共有を図るとともに、ガイドライン

等を整備する。【健康医療部・環境部】

 
114

 ワクチンや感染症対策物資等の備蓄については、それぞれの対策項目の章の記載を参照 
115

 特措法第 10 条 
116

 特措法第 11 条 
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生に備え、必要な対策の準備等を行い、事業者や市民

等に、事業継続のための感染対策等の必要となる可能性のある対策の準備等を呼び

掛ける。また、新型インフルエンザ等が発生した場合には、市民や事業者に対し、

換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける、時差出勤の実施等

の基本的な感染予防策等の勧奨や、事業者に対しては当該感染症の症状が認められ

た従業員の健康管理・受診の勧奨及び職場における感染予防策の徹底の要請、また、

国や都の情報や発生状況、市の対応を説明し、各事業者に感染拡大防止策の実施の

協力や、政府が緊急事態宣言をした場合に施設の使用や催し物の制限があり得るこ

とについて事前に周知するなど速やかに対応を行い、市民生活及び市民経済の安定

を確保する。 

 

2-1 事業継続に向けた準備等 

①  都は、新型インフルエンザ等の発生に備え、感染の可能性のある者との接触機

会を減らす観点から、必要に応じて事業者に対し、従業員の健康管理の徹底、感

染が疑われる症状が見られる職員等への休暇取得の勧奨、オンラインを組み合わ

せたハイブリッドな会議等の活用、テレワークや時差出勤の推進等の感染拡大防

止に必要な対策等の準備をするよう要請する。 

② 市は、必要に応じ、新型インフルエンザ等の発生に備え、事業者に対し、自  

らの業態を踏まえた感染拡大防止に必要な対策等の準備をするよう要請する。

【健康医療部・産業振興部・関係各部】 

 

2-2 市民生活への配慮 

① 市は、来庁者向け及び庁舎執務室における感染対策を段階的に実施・準備す 

  る。【契約資産部・関係各部】 

②  市は、市立・市営施設での感染対策の段階的な実施・準備や施設の利用縮小・

休止の検討及び市が実施するイベントでの感染対策の段階的な実施・準備やイベ

ントの中止・延期の検討を行う。【学校教育部・各部】 

③  市は、行政手続上の申請等について、対面での機会を減らすよう検討し、大災

害発生時に実施されている行政上の申請期限の延長について、国や都に対し情報

の提供を求め、必要な対応を準備する。【総合経営部・関係各部】 

④  市は、高齢者や障害者等の要配慮者への支援や、平常時のごみ処理の維持が困

難になる場合に備えた準備を行う。【福祉部・環境部】 
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2-3 生活関連物資等の安定供給に関する都民等及び事業者への呼び掛け 

都は、都民等に対し、生活関連物資等（食料品や生活必需品、その他の国民生活

との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資をいう。以下同じ。）の購入に当

たっての消費者としての適切な行動を呼び掛けるとともに、事業者に対しても、生

活関連物資の価格が高騰しないよう、また買占め及び売惜しみを生じさせないよう

要請する。 

 

2-4 遺体の火葬・安置 

①  市は、都と連携の上、新型インフルエンザ等の国内での重症化率、致死率等の

情報収集を行うとともに、新型インフルエンザ等の感染拡大による死亡者数の増

加に対する備えとして、八王子市斎場において、可能な限り火葬を実施するため

必要な準備を行う。【健康医療部・市民部】 

②  市は、八王子市斎場において、火葬業務従事者等関係者と受入体制の確保・強

化に向けた準備を行う。【市民部】  

③  市は、感染拡大に伴う死亡者数の増加等により、地域の火葬場の火葬能力の限

界を超える事態が起こった場合に備え、震災等で予定されている場所等、一時的

に遺体を安置できる施設等の設置及び運用準備を行う。【市民部・関係各部】 

 

2-5 その他必要な施策の実施 

市は、都及び廃棄物処理業者と連携し、新型インフルエンザ等の発生時における

廃棄物を適切に処理する体制を整える。 

なお、初動期においては、国が策定した「廃棄物に関する新型コロナウイルス感

染症対策ガイドライン」に準じて、廃棄物を適切に処理する。【健康医療部・環境

部】



第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第１３章 市民生活及び市民経済の安定の確保 

                        第３節 対応期 

124 

 

第３節 対応期 

＜目的＞ 

準備期での対応を基に、市民生活及び市民経済の安定を確保するための取組を行

う。また、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関す

る措置により生じた影響を緩和するため、市民・事業者等への必要な支援及び対策

を行うことにより、市民生活及び市民経済の安定の確保に努める。 

 

3-1 市民生活の安定の確保を対象とした対応 

3-1-1 生活関連物資等の安定供給に関する都民等及び事業者への呼び掛け 

  都は、都民等に対し、生活関連物資等の購入に当たっての消費者としての適切

な行動を呼び掛けるとともに、事業者に対しても、生活関連物資等の価格が高騰

しないよう、また、買占め及び売惜しみを生じさせないよう要請する。 

 

3-1-2 心身への影響に関する施策 

市は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する

措置により生じ得る心身への影響を考慮し、必要な施策（自殺対策、メンタルヘル

ス対策、孤独・孤立対策、高齢者のフレイル予防、子供の発達・発育に関する影響

への対応等）を講ずる。【福祉部・健康医療部・関係各部】 

 

3-1-3 生活支援を要する者への支援  

 市は、国からの要請を受けて、高齢者、障害者等の要配慮者等に必要に応じ生活

支援（見回り、介護、訪問診療、食事の提供等）、搬送、死亡時の対応等を行う。 

 

3-1-4 教育及び学びの継続に関する支援 

市は、新型インフルエンザ等対策として、学校の使用の制限117やその他長期間の

学校の臨時休業の要請等がなされた場合は、必要に応じ、教育及び学びの継続に関

する取組等必要な支援を行う。【学校教育部・生涯学習スポーツ部・関係各部】 

 

 
117

 特措法第 45 条第２項 
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【新型コロナでの具体例】 

■校外学習の実施 

「校外学習は一生の思い出になるものであり、すべての八王子市の子ども

たちにとってかけがえのない経験」という考えのもと、八王子市教育委員

会は、「不安だからやめる」ではなく、「どうしたら実施できるかを模索

する」という姿勢で学校行事に取り組んだ。 

この方針により、令和 2 年度には市立小学校・義務教育学校前期課程の移

動教室を全 70 校で実施。さらに、八王子市医師会との連絡協議会で感染対

策の助言を受け、学校が安心して行事を開催できるようにした結果、中学校・

義務教育学校後期課程の修学旅行は全 38 校中 33 校が実施された。 

 

3-1-5 生活関連物資等の価格の安定等 

①  市は、市民生活及び市民経済の安定のために、物価の安定及び生活関連物資等

の適切な供給を図る必要があることから、生活関連物資等の価格が高騰しないよ

う、また、買占め及び売惜しみが生じないよう、調査・監視をするとともに、必

要に応じ、関係業界団体等に対して供給の確保や便乗値上げの防止等の要請を行

う。【産業振興部・関係各部】 

②  市は、生活関連物資等の需給・価格動向や実施した措置の内容について、市民

への迅速かつ的確な情報共有に努めるとともに、必要に応じ、相談センターの充

実を図る。【市長公室・関係各部】 

③  市は、生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生じるおそれが

あるときは、市行動計画に基づき、適切な措置を講ずる。【福祉部・関係各部】 

④  市は、新型インフルエンザ等緊急事態において、市民生活との関連性が高い物

資若しくは役務又は社会経済活動上重要な物資若しくは役務の価格の高騰又は供

給不足が生じ、又は生じるおそれがあるときは、生活関連物資等の買占め及び売

惜しみに対する緊急措置に関する法律（昭和 48 年法律第 48 号）、国民生活安定

緊急措置法（昭和 48 年法律第 121 号）、物価統制令（昭和 21 年勅令第 118 号）

その他法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講ずる118。【産業振興部】 

 

3-1-6 埋葬・火葬の特例等 

①  市は、新型インフルエンザ等の感染が拡大し、死亡者数の増加により必要な遺

体の火葬が滞るおそれがあると見込まれる場合、または国や都からの要請があっ

た場合には、八王子市斎場において、可能な限り火葬を実施する。【市民部】 

 
118

 特措法第 59 条 
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②  市は、遺体を取り扱う事業者、火葬場従事者等関係者に対し、国が発出する通

知等を踏まえ、遺族等の意向への配慮や遺体の取扱いに係る適切な感染対策の実

施について、周知を行う。【市民部・健康医療部・関係各部】 

③  新型インフルエンザ等により死亡した遺体の体液や排泄
せつ

物からの感染を予防

するため、手袋やマスク等が必要な場合があることについて、遺族への理解を得

るよう努める。【健康医療部・関係各部】 

④  市は、死亡者の増加により、八王子市斎場の火葬能力の限界を超えることが明

らかになった場合、または都からの要請があった場合には、一時的に遺体を安置

する施設等を速やかに設置する。【市民部・関係各部】  

⑤  都は、ドライアイスを扱う業界に一時的に遺体を安置する施設の設置時にドラ

イアイスの供給を要請する。  

⑥  国は、新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うこ

とが困難であり、緊急の必要があると認めるときは、当該区市町村以外の区市町

村による埋葬又は火葬の許可等の埋葬及び火葬の手続の特例を定める119。【市民

部】 

⑦  市は、「埋火葬許可証」の発行に当たっては、「一類感染症等」を明記すると

ともに、迅速に発行できるようにする。「埋火葬許可証」の申請ができず、公衆

衛生上の問題が生じる場合は、特措法第 56 条の規定に基づき「死亡診断書」に

より、迅速に埋火葬する特例措置を実施する。【市民部】 

 

3-1-7 新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等 

市は、国が特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関

する法律（平成８年法律第 85 号）に基づき、行政上の権利利益に係る満了日の延

長に関する措置、期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置等の特例

措置のうち、当該新型インフルエンザ等緊急事態に対する適用を指定した場合は、

適切に対応する。【関係各部】 

 

3-2 社会経済活動の安定の確保を対象とした対応 

3-2-1 事業継続に関する事業者への要請等 

 市は、事業者に対し、従業員の健康管理を徹底するとともに、事業所や職場に

おける感染対策の実施を要請する。【産業振興部・関係各部】 
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3-2-2 事業者に対する支援 

市は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する

措置による事業者の経営及び市民生活への影響を緩和し、市民生活及び市民経済の

安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置そ

の他の必要な措置を、公平性にも留意し、効果的に講ずる120。【産業振興部・関係

各部】 

 

3-2-3 住民の生活及び地域経済の安定に関する措置  

  市は、水道事業者及び水道用水供給事業者が、新型インフルエンザ等緊急事態

において、各行動計画に基づき、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置

を講ずることを把握する。【環境部】 

 

【新型コロナ対応での具体例】 

～八王子市の新型コロナ対応とごみ収集の工夫～ 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、自治体のごみ回収業務にも大きな

影響を与えた。八王子市では、市民の生活を守りながら感染リスクを抑え

るため、いくつかの具体的な対策に取り組んだ。 

 

◼ 感染性ごみへの対応 

感染予防の観点から、使用済みマスクやティッシュなどの「感染性ごみ」 

については、袋を二重にして密閉し、しっかり口を縛って出すよう市民に周

知。市の広報やホームページを通じて、正しい排出方法を丁寧に案内した。 

◼ 作業員の安全確保 

ごみ収集に従事する作業員には、マスク・手袋の着用、アルコール消毒の 

徹底などを義務付け。作業車両や休憩所の衛生管理も強化され、感染リスク

を最小限に抑える体制を整えた。 

◼ 安定した収集体制の維持 

感染拡大による人員不足の懸念がある中でも、八王子市は通常の収集スケ 

ジュールを維持。必要に応じて臨時対応を行い、市民生活への影響を最小限

に抑える努力を続けた。 

◼ 市民との協働 

感染対策は、市民の協力なしには成り立たない。八王子市は、情報発信を 

通じて市民の理解と協力を促し、地域全体で感染拡大防止に取り組んだ。 
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3-2-3 市民生活及び市民経済の両方の安定の確保を対象とした対応 

3-2-3-1 新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資121 

市は、政府関係金融機関等が、新型インフルエンザ等緊急事態において、償還期

限又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減その他

実情に応じ適切な措置を講ずる場合は、事業者へ周知するなど適切に対応する。【産

業振興部】 

 

3-2-4 市民生活及び市民経済に及ぼす影響を緩和するその他の支援 

①  市は、本章の各支援策のほか、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ

等のまん延の防止に関する措置により生じた市民生活及び市民経済への影響に

対し、必要に応じた支援を行う。 

 なお、支援策の検討に当たっては、生活基盤が脆
ぜい

弱な者等が特に大きな影響を

受けることに留意する。【福祉部・関係各部】 

②  市は、国から行政手続上の申請期限の延長が通知された場合は、速やかに周知

し、市民の権利利益を保護する。【関係各部】 

 

3-3 その他の対応 

市は、市内における円滑な廃棄物処理システムを維持するため、廃棄物処理業者

等と連携して、適切な対応を行う。【環境部】 
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